
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜補助金の概要＞ 

　再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消を推進するとともに、停電

時における地域の防災機能の強化を図るため、住宅・事業所に太陽光発

電設備や蓄電池を設置する市民・事業者等を対象に、設備の設置に要し

た費用の一部を補助します。 

 

 

＜問合せ先＞ 

富山市環境部環境政策課　ゼロカーボン推進係 

〒930-8510　富山市新桜町７番３８号 

TEL　 076-443-2053　 

FAX　 076-443-2122 

MAIL　kankyousei-01(at)city.toyama.lg.jp 

※(at)は@に置き換えてください。 

 

 

令和５年４月、本市の脱炭素化に向けた計画が 

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

（重点対策加速化事業）」に採択されました。 

本補助金は、この交付金を活用し実施するものです。 

 

 

 

令和８年度富山市太陽光発電設備 

及び蓄電池導入促進補助金 

申請の手引

　申請書などはこちら

（市ホームページ）
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１　補助金の額 

 契約・施工する事業者が市内事業者の場合と市外事業者の場合で、補助額及び補助上

限額が変わります。 

①住宅向け（市民） 

※自己所有の場合、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置することが要件となりま

す。 

※次の世帯に、１件あたり最大８万円（自己所有８万円、ＰＰＡ３万円）の補助額

を上乗せします。(契約・施工する事業者が市内事業者の場合に限ります。) 

 

・子育て世帯……申請年度の４月１日時点で１８歳未満の子がいる世帯 

・若年夫婦世帯…申請年度の４月１日時点でどちらかが３９歳以下である世帯 

 

②事業所向け（中小企業者等） 

 導入手法 補助対象設備 契約・施工業者 補助額 上限額

 

自己所有

太陽光発電設備

市内 7 万円／ｋＷ 35 万円

 
市外 5 万円／ｋＷ 25 万円

 

蓄電池

市内
補助対象経費の１/３ 

（上限 5 万円／ｋＷｈ）
40 万円

 
市外

補助対象経費の１/３ 

（上限 4 万円／ｋＷｈ）
32 万円

 

PPA 太陽光発電設備

市内 7 万円／ｋW 35 万円

 
市外 5 万円／ｋW 25 万円

 導入手法 補助対象設備 契約・施工業者 補助額 上限額

 

自己所有

太陽光発電設備

市内 5 万円／ｋＷ 150 万円

 
市外 4 万円／ｋＷ 120 万円

 

蓄電池 市内

＜4，800Ａｈ・セル相当

のｋＷｈ以上＞ 

補助対象経費の１/３ 

（上限 6.3 万円／ｋW）

189 万円

 ＜4，800Ａｈ・セル相当

のｋＷｈ未満＞ 

補助対象経費の１/３ 

（上限 5 万円／ｋW）

150 万円
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※中小企業者等は、太陽光発電設備のみの設置も対象ですが、蓄電池のみの申請はでき

ません。 

※補助額の計算方法等については、P.15「補助金の計算例」を確認してください。 

※リチウムイオン蓄電池の場合、4,800Ah・セル相当の kWh は 17.76kWh となります。 

 

 

２　留意点 

補助金を受けようとする方は、次の点に留意し、申請にあたっては、この手引き

のほか補助金交付要綱、Q＆A集をあわせてご確認ください。なお、国・県を問わ

ず、他の補助金との併用（重複しての交付）はできません。 

　また、補助対象設備の設置後、当該設備の発電量や蓄電量等の使用状況に関す

る調査（調査票への記入等）を行う場合があります。 

　令和９年２月１２日（金）までに事業を完了し、実績報告書を提出できる事業

が対象となります。 

交付申請後に補助事業の変更が生じ、増額の変更交付申請をする場合においては

令和８年１１月２７日（金）までに申請してください。 

※申請された時点で予算が終了している場合は増額されません。 

 

【市民、中小企業者等、ＰＰＡ事業者共通】 

（１）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に

定める耐用年数を経過するまでの間、この補助金により取得した温室効果ガス

排出削減効果について、Ｊ－クレジット制度への登録を行わない者であるこ

と。 

（２）同一の補助対象設備について、他の補助金の交付を受けていないこと。 

（３）現地調査を行っていること。 

（４）富山市暴力団排除条例（平成２４年富山市条例第１３号）第２条に規定する

暴力団員でないこと又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない

こと。 

（５）補助金の交付を受ける者は、市が実施する「チームとやまし」に登録するこ

と。 

（６）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を取得しないこと。 

（７）市税を滞納していないこと。 

 導入手法 補助対象設備 契約・施工業者 補助額 上限額

 

自己所有 蓄電池 市外

＜4，800Ａｈ・セル相当

のｋＷｈ以上＞ 

補助対象経費の１/３ 

（上限 5 万円／ｋW）

150 万円

 ＜4，800Ａｈ・セル相当

のｋＷｈ未満＞ 

補助対象経費の１/３ 

（上限 4 万円／ｋＷｈ）

120 万円
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【市民】 

（１）市内の自ら居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設置する者であること。 

（２）交付要綱第１１条の規定による実績報告の時点において、補助対象設備を設

置する住宅が所在する土地に住所を有していること。 

（３）発電する電力量のうち、自家消費する電力量が３０％以上であること。 

 

【中小企業者等※】 

（１）市内の自らが事業を営む事業所に補助対象設備を設置する中小企業者等であ

ること。 

（２）発電する電力量のうち、自家消費する電力量が５０％以上であること。 
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※中小企業者等とは、次のいずれかに該当する者を指します。 

 

（注 1）「中小企業者」に該当する者（中小企業基本法第２条関係）は、次のとおりです。 

 

（注２）「中小企業団体」に該当する者は、次のとおりです。 

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業

組合、商工組合、商工組合連合会 

 

（注３）「協同組合等」に該当する場合は、交付申請時に許可証を提出してください。 

 

（注４）「個人事業主」に該当する場合は、申請時に青色申告者であることを証明する書

類を提出してください。（申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、Q＆A で

整理していますので、ご覧ください。） 

 

 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定す

る中小企業者　（注１）

 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）第３

条第１項第１号から第９号までに規定する団体　（注２）

 ＮＰＯ法人 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定

する特定非営利活動法人であって、 中小企業基本法第２条に規定す

る主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
 医療法人 医療法（昭和23年法律第205号）第39条に規定する医療法人

 社会福祉法人 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉法

人

 学校法人等 公立大学法人及び私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条に

規定する学校法人
 公益法人等 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であ

って、中小企業基本法第２条に規定する主たる業種に記載の従業員

規模以下のもの

 協同組合等 特別法の規定に基づき設立された協同組合等　（注３）
 個人事業主 青色申告を行っている個人事業主　（注４）
 その他 市長が適当であると認めるもの

 
業種

下記のいずれかを満たすこと

 資本金の額 

または出資の総額
従業員数

 ① 製造業・建設業・運輸業その他の業

種（②～④を除く。） 
3 億円以下 300 人以下

 ② 卸売業 １億円以下 100 人以下
 ③ サービス業（飲食業を除く。個人事

業主である開業医を含む。） 
5,000 万円以下 100 人以下

 ④ 小売業（飲食業を含む） 5,000 万円以下 50 人以下
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３　申請・実績報告の手続き 

ア）申請期間 

　　令和８年５月１日（金）9：00 から令和８年１１月２７日（金）１７：１５まで　 

・上記の期間内にあった申請の合計額が、予算額を超えた場合は、抽選により交付

申請を受け付ける方を決定します。 

・申請後、審査（必要な場合は抽選）を行ったうえで、「交付決定通知書」を送付

します。 

・「交付決定通知書」の受領後、契約・着工が可能となります。やむを得ない理由

により、交付申請日から交付決定日までの間に事業に着手する必要がある場合に

は、交付申請と合わせて、その理由を記載した事前着手届を提出してください。 

 

イ）申請方法 

原則、オンライン申請です。 

下記のＵＲＬまたは二次元コードから申請フォームへアクセスしてください。 

※メールでの提出は受け付けません。 

必ず下記申請フォームより提出してください。 

 

 

－申請フォームはこちら－ 

　

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/Ufc4niNM 

 

　＜オンラインでの申請が困難な場合は、持参又は郵送での提出も可能です＞ 

　　　提出先　〒930-8510　富山市新桜町７番３８号 

富山市環境部環境政策課　ゼロカーボン推進係（西館７階） 

　　※追跡できない方法で郵送された場合は、書類未到着に関して市では一切責任

を負いません。また、郵便事故等についても、一切考慮いたしませんので、到

着まで追跡可能な方法（特定記録、書留等）での送付を推奨します。申請期間

を過ぎた場合は、提出書類が揃っていても補助金の交付対象外となります。 

　　※記載内容や添付書類等に不備があった場合には、不備が解消された時点で正

式な受付となりますので期限までに余裕を持ってご提出ください。 

 

提出期限　オンライン・持参・郵送問わず、令和８年１１月２7 日（金）１７：１５必着 
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ウ）申請時の提出書類 

　〇住宅（自己所有） 

（1）富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金交付申請書（様式第１号又は

第２号）※契約・施工がともに市内事業者の場合は第１号、それ以外の場合は

第２号を用いること 

（2）太陽光発電設備　設置計画書（様式第１号又は第２号　別紙１） 

（3）蓄電池　設置計画書（様式第１号又は第２号　別紙２） 

（4）設置費用(見積)の内訳書（様式第１号又は第２号　別紙３） 

（5）太陽光モジュール・パワーコンディショナー・蓄電池のメーカー、型式（型

番・品番）、容量等が確認できるカタログ等 

（6）補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

（7）補助対象設備の設置場所及び付近の見取り図 

(8) 現地調査の際の設置場所の写真 

（9）市税の納税証明書　※発行から３か月以内のもの。 

（10）住民票の写し（原本）　※発行から３か月以内のもの。 

※上乗せ補助を受ける場合は、世帯全員の続柄、生年月日が確認できるもの。 

 

　〇事業所（自己所有） 
（1）富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金交付申請書（様式第１号又は

第２号）※契約・施工がともに市内事業者の場合は第１号、それ以外の場合は

第２号を用いること 

（2）太陽光発電設備　設置計画書（様式第１号及び第２号　別紙１） 

（3）（蓄電池も設置する場合）蓄電池　設置計画書（様式第１号及び第２号　別紙

２）　 

（4）設置費用(見積)の内訳書（様式第１号及び第２号　別紙３） 

（5）太陽光モジュール・パワーコンディショナー・蓄電池のメーカー、型式（型

番・品番）、容量等が確認できるカタログ等 

（6）（蓄電池も設置する場合）蓄電池のメーカー、型式（型番・品番）、容量等が確

認できるカタログ等 

（7）補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

（8）補助対象設備の設置場所及び付近の見取り図 

(9) 現地調査の際の設置場所の写真 

（10）市税の納税証明書　※発行から３か月以内のもの。 

（11）登記事項証明書（個人事業主の場合は事業を営んでいることを証する書類） 

（12）（法人の場合）役員等氏名一覧表（様式第１号及び第２号　別紙４） 

 

　〇住宅（PPA）　※申請者は、PPA 事業者。 

（1）富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金交付申請書（様式第１号及び

第２号）※契約・施工がともに市内事業者の場合は第１号、それ以外の場合

は第２号を用いること 

（2）太陽光発電設備　設置計画書（様式第１号及び第２号　別紙１） 

（3）設置費用(見積)の内訳書（様式第１号及び第２号　別紙３） 

（4）太陽光モジュール・パワーコンディショナーのメーカー、型式（型番・品

番）、容量等が確認できるカタログ等 
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（5）補助対象設備の設置に係る見積書の写し 

（6）補助対象設備の設置場所及び付近の見取り図 

(7) 現地調査の際の設置場所の写真 

（8）ＰＰＡ事業者の市税の納税証明書　※発行から３か月以内のもの。 

（9）ＰＰＡ事業実施に係る承諾書（様式第１号及び第２号　別紙５） 

（10）補助金相当額が通常のサービス料金から控除されることが分かる書類 

（11）住宅所有者の住民票の写し（原本）　※発行から３か月以内のもの。 

※上乗せ補助を受ける場合は、住宅所有者の世帯全員の続柄、生年月日が確認　

できるもの。 
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エ）申込から補助金交付までの流れ 

 

 
 

 

 

申

請

か

ら 

支

払

い

ま

で

の 

流

れ

申込者 富山市

 

交付申請書 提出 

（原則、オンライン）

受理

交付決定通知書発行交付決定通知書受領

事業完了・事業代金支払完了

実績報告書　提出 

（原則、オンライン） 

（事業完了から１０日以内 

または２月 12 日（金）の 

いずれか早い日）

受付・審査

補助金額確定通知書受領

振込依頼書 提出 受理

補助金支払い 

（口座振込） 

※申請者本人の 

口座へ支払い

補助金 受領

【交付申請受付期間】 
 

５月１日（金）～１１月２7 日（金）

審査

補助金額確定通知書発行

契約・工事着手・ 

工事完了・系統連系

現地調査
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オ）実績報告の方法 

原則、オンラインでの報告となります。 

下記の URL または二次元コードから報告フォームへアクセスしてください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

－報告フォームはこちら－ 

　https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/CEpG2rpu　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　＜オンラインでの報告が困難な場合は、持参又は郵送での提出も可能です＞ 

　提出先　〒930-8510　富山市新桜町７番３８号 

富山市環境部環境政策課　ゼロカーボン推進係（富山市役所西館７階） 

※追跡できない方法で郵送された場合は、書類未到着に関して市では一切責任を

負いません。また、郵便事故等についても、一切考慮いたしませんので、到着

まで追跡可能な方法（特定記録、書留等）での送付を推奨します。申請期間を

過ぎた場合は、提出書類が揃っていても補助金の交付対象外となります。 

　※記載内容や添付書類等に不備があった場合には、不備が解消された時点で正式

な受 

　　　付となりますので期限までに余裕を持ってご提出ください。 

提出期限 事業完了から１０日以内または令和９年２月１２日（金）のいずれか早い日 

ただし、オンライン・持参・郵送問わず、令和９年２月１２日（金）１７：１５必着 

   

カ）実績報告時の提出書類 

　〇住宅（自己所有）・事業所（自己所有）　共通 

（1）富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金実績報告書（様式第８号） 

（2）設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 

（3）補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し 

（4）補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写し 

（5）補助対象設備の保証書の写し※設置日が分かるもの。 

（6）補助対象設備の設置状況を示す写真※パワーコンディショナーと蓄電池につい

ては型番の分かる写真を併せて提出 

 

　〇住宅（自己所有）※共通に記載の書類に加えて、該当する場合、下記を提出。 

（交付申請の時点において、補助対象設備を設置する住宅が所在する土地に住所

を有していない場合）住民票　※発行から３か月以内のもの。 

 

　〇住宅（PPA） 
（1）富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金実績報告書（様式第８号） 

（2）設置費用（領収）の内訳書（別紙１） 
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（3）ＰＰＡ契約書の写し 

（4）補助対象設備の設置に係る領収書及び領収内訳書の写し 

（5）系統連系の開始を証する書類の写し 

（6）補助対象設備の設置状況を示す写真※パワーコンディショナーと蓄電池につい

ては型番の分かる写真を併せて提出 
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４　補助対象設備の主な要件 

（１）住宅への太陽光発電設備及び蓄電池同時設置（自己所有） 

 

（２）事業所への太陽光発電設備設置（自己所有） 

 

補助対象設備

Ａ　太陽光発電設備 

住宅の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導入される

場合を除く）で、次に掲げる要件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制

度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託

送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が３０％以上で

あること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であるこ

と。（必要に応じて計測器等を設置すること） 

Ｂ　蓄電池 

住宅の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導入される

場合を除く）で、次に掲げるもの 

１　本事業で設置する太陽光発電設備の付帯設備であること。 

２　平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであ

り、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

３　次の価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。（※） 

２０ｋＷｈ以下の蓄電池の場合：１２．５万円／ｋＷｈ（工事費

込・税抜） 

２０ｋＷｈ超の蓄電池の場合：１１．９万円／ｋＷｈ（工事費

込・税抜） 

４　毎月の蓄電量、使用電力量が確認できる設備であること。（必

要に応じて計測器等を設置すること） 

５　別に定める蓄電池の仕様を満たすこと。

 

補助対象設備

＜太陽光発電設備＞ 

事業所の敷地内に設置する設備（ＰＰＡ・リースにより導入され

る場合を除く）で、次に掲げる要件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制

度の認定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託

送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が５０％以上で

あること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であるこ

と。（必要に応じて計測器等を設置すること）
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（３）事業所への蓄電池設置（自己所有） 

 

（４）ＰＰＡによる太陽光発電設備設置（住宅への設置） 

※（１）補助対象設備４及び（３）補助対象設備３の要件については、複数者から

の見積りの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否

の確認を行うこと等により本事項を満たすこととします。（蓄電池　設置計画書（様

式第１号　別紙２）で確認方法を回答してください。） 

　蓄電システムの販売事業者については、一般社団法人環境共創イニシアチブの検

索フォームを必要に応じてご活用ください。なお、当該検索フォームに掲載されて

いない販売事業者に対して、条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を

行うこと等によっても本事項を満たすこととします。 

 

 

 

 

補助対象設備

蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。 

１　別表第１（２）で設置した太陽光発電設備の付帯設備であるこ

と。 

２　平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであり、

停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

３　次の価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。（※） 

２０ｋＷｈ以下の蓄電池の場合：１２．５万円／ｋＷｈ（工事費込・

税抜） 

２０ｋＷｈ超の蓄電池の場合：１１．９万円／ｋＷｈ（工事費込・

税抜） 

４　毎月の蓄電量、使用電力量が確認できる設備であること。（必

要に応じて計測器等を設置すること） 

５　別に定める蓄電池の仕様を満たすこと。

 

補助対象設備

＜太陽光発電設備＞ 

市内の住宅の敷地内にＰＰＡにより設置する設備で、次に掲げる要

件を満たすもの。 

１　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認

定を取得しないこと。 

２　電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託

送）を行わないものであること。 

３　発電する電力量のうち、自家消費する電力量が３０％以上であ

ること。 

４　毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であること。

（必要に応じて計測器等を設置すること）
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＜参考：「交付要綱第 4 条　別表第１別に定める蓄電池の仕様」について＞ 

 

【２０ｋＷｈ以下の蓄電池】 

１ 蓄電池パッケージ 

蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変

換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム

全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 

※初期実効容量は、JIS C 4413 で定義された初期実効容量のうち、計算値と

計測値のいずれか低い方を適用する。 

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 

 

２ 性能表示基準 

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス

等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 

（a） 初期実効容量 

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側

の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法に

ついては、JIS C 4413 を参照すること） 

（b） 定格出力 

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する

最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 

（c） 保有期間 

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 

（d） 廃棄方法 

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付

書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部

の添付書類に明記されていること。 

【表示例】 

「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連 

絡ください」 

（e） アフターサービス 

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明

記されていること。 

 

３ 蓄電池部安全基準 

JIS C 8715－2 又は IEC62619 の規格を満足すること。 
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４ 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの

み）JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める 

JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412－1 若しくは JIS C 4412

－2※の規格も可とする。 

※JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 

別表第八」に準拠すること。 

 

５ 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）蓄電容

量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システム

の震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、

IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 

 

６ 保証期間 

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システム

であること。 

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者

も含む。 

※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電 

池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 

※JIS C 4413 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低

い 

方）が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。 

 

【２０ｋＷｈ超の蓄電池】 

富山市火災予防条例（平成１７年富山市条例第２９２号）で定める安全基準の対象とな

る蓄電システムであること。 
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補助額の計算例 

ケース１  

・太陽光発電設備…4.55ｋＷ・90 万円（工事費込・税抜） 

・４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ未満の蓄電池……５ｋＷｈ・70 万円（工事費込・税抜） 

・契約、施工が市内事業者の場合 

太陽光発電設備 

【市民の場合】 

①計算方法：４ｋＷ×７万円/ｋＷ＝２８万円（＜上限３５万円） 

（↑小数点以下切捨て） 

 ②補助金額：２８万円 

【中小企業者等の場合】 

①計算方法：４ｋＷ×５万円/ｋＷ＝２０万円（＜上限１５０万円） 

（↑小数点以下切捨て） 

②補助金額：２０万円 

蓄電池 

【市民の場合】 

①計算方法：７０万円×１/３＝２３．３万円＜２５万円（５万円×５ｋＷｈ） 

（↑千円未満切捨て） 

　②補助金額：２３．３万円（千円未満切捨て）　※上限４０万円 

【中小企業者等の場合】 

①計算方法：７０万円×１/３＝２３．３万円＜２５万円（５万円×５ｋＷｈ） 

（↑千円未満切捨て） 

②補助金額：２３．３万円（千円未満切捨て）　 ※上限１５０万円 

    

合計補助金額 

市民：51.3 万円（太陽光発電設備 28 万円、蓄電池 23.3 万円） 

※子育て世帯、若者夫婦世帯のいずれかの場合、上乗せ 8 万円 

中小企業者等：43.3 万円（太陽光発電設備 20 万円、蓄電池 23.3 万円） 

 

ケース２ 

・太陽光発電設備…4.55ｋＷ・90 万円（工事費込・税抜） 

・４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ未満の蓄電池……５ｋＷｈ・70 万円（工事費込・税抜） 

・契約、施工が市外事業者の場合 

太陽光発電設備 

【市民の場合】 

①計算方法：４ｋＷ×５万円/ｋＷ＝２０万円（＜上限２５万円） 

（↑小数点以下切捨て） 

 ②補助金額：２０万円 

【中小企業者等の場合】 

①計算方法：４ｋＷ×４万円/ｋＷ＝１６万円（＜上限１２０万円） 

（↑小数点以下切捨て） 



- 16 - 

②補助金額：１６万円 

蓄電池 

【市民の場合】 

①計算方法：７０万円×１/３＝２３．３万円＞２０万円（４万円×５ｋＷｈ） 

（↑千円未満切捨て） 

　②補助金額：２０万円　　　　　　　※上限３２万円 

【中小企業者等の場合】 

①計算方法：７０万円×１/３＝２３．３万円＞２０万円（４万円×５ｋＷｈ） 

（↑千円未満切捨て） 

②補助金額：２０万円　　　　　　　 ※上限１２０万円 

    

合計補助金額 

市民：４０万円（太陽光発電設備 2０万円、蓄電池 2０万円） 

中小企業者等：３６万円（太陽光発電設備１６万円、蓄電池 2０万円） 

 

ケース３ 　 

・太陽光発電設備…６．５ｋＷ・125 万円（工事費込・税抜） 

・４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ未満の蓄電池…8ｋＷｈ・120 万円（工事費込・税抜） 

・契約、施工が市内事業者の場合 

【市民の場合】 

太陽光発電設備 

①計算方法：６ｋＷ×７万円/ｋＷ ＝ ４２万円＞上限３５万円 

（↑小数点以下切捨て） 

②補助金額：３５万円 

蓄電池 

①計算方法：１２０万円×１/３＝４０万円＝４０万円（５万円×８ｋＷｈ） 

②補助金額：４０万円　　※上限４０万円 

合計補助金額　75 万円　（太陽光発電設備 35 万円、蓄電池 40 万円） 

※子育て世帯、若者夫婦世帯のいずれかの場合、上乗せ８万円 

 

ケース４　 

・太陽光発電設備…２５ｋＷ・３６０万円（工事費込・税抜） 

・４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ以上の蓄電池…２７．５ｋＷｈ・４１０万円（工事費込・税

抜） 

・契約、施工が市外事業者 

【中小企業者等の場合】 

太陽光発電設備 

①計算方法：２５ｋＷ×４万円/ｋＷ ＝ １００万円（＜上限１２０万円） 

 ②補助金額：１００万円 

蓄電池 

①計算方法：４１０万円×１/３＝１３６.６万円 

（↑千円未満切捨て） 
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＜１３７．５万円（５万円×２７．５ｋＷｈ） 

 ②補助金額：１３６．６万円　 

 

合計補助金額　２３６．６万円　 

（太陽光発電設備 1００万円、蓄電池１３６．６万円） 

 

【注意】 

※最大出力については、太陽光モジュールとパワーコンディショナーの「低い方の

数値」（ｋＷ単位で小数点以下切捨て）を採用してください。 

※蓄電池の「蓄電容量」は「定格容量」（ｋＷｈ単位で小数点第二位以下切捨て）を

用いてください。 

※補助額及び補助上限額については１ページをご覧ください。 

 

「チームとやまし」の登録について 

とは 

 

　脱炭素社会の実現を目指すために、市民の皆さんや団体・事業所

などが自主的にチームを結成し「チームとやまし」のメンバーとし

て温室効果ガスの削減を目指す市民総参加のプロジェクトです。 

「チームとやまし」のホームページ（https://www.team-toyama.jp/） 

から登録してください。 

 

 

その他の注意事項 

（１）申請書類の返却はできません。提出する書類は、必ず写し（コピー）を取

り、控えとして保管しておいてください。 

（２）提出書類は、誤りや要件に適合するかよく確認した上で提出してください。

書類の不備や不足により書類が受け付けられないことによる損害等について

は、市は一切の責任を負いません。 

（３）追跡できない方法で郵送された場合は、書類未到着に関して、市では一切責

任を負いません。また、郵送事故等についても、一切考慮いたしませんので、

ご了承ください。 

（４）以下の場合は、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めたり

する場合があります。 

　①書類に虚偽があった場合 

　②不正な手段による申請等があった場合 

　③市補助金等交付規則及び本補助金交付要綱に違反した場合 

（５）その他申請にあたってご不明な点がございましたら、表紙に記載の問合せ先

へお問合せください。

チームとやまし HP はこちら→

https://www.team-toyama.jp/

